
- 1 - 

令和７年11月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

　令和７年11月27日（木）11時00分、下田市教育委員会定例会を下田市立中央公民館大会議室に

招集した。 

 

出席委員は次のとおりである。 

山田　貞己　　教育長 

宮内　慎也　　委　員 

宮川　大輝　　委　員 

西川　紀栄　　委　員 

佐藤　知佐子　委　員 

 

委員以外に出席した者は次のとおりである。 

平川　博巳　　　学校教育課長 

増山　順一郎　　生涯学習課長 

宇仁　猛　　　　学校教育課参事 

鳥澤　早斗子　　生涯学習課　図書係長 

坂部　琢　　　　生涯学習課　社会教育係長 

渡邉　貴裕　　　学校教育課　課長補佐兼こども育成係長 

稲葉　元紀　　　学校教育課　学校教育係長 

 

本会議録調製者は次のとおりである。 

稲葉　元紀　　　学校教育課　学校教育係長 

 

１　開会 

11時00分　教育長開会を宣す。 

 

２　会議録署名人選出 

会議録署名人に　宮内　慎也　委員を選出。 

 

３　10月定例会会議録承認 

事務局より報告、承認。 

 

４　教育長報告事項 

　　11月事業報告、12月事業計画について、学校教育課参事、生涯学習課長が資料に基づき説明。 
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５　議事 

(１)　議第37号　市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

（下田市民文化会館の指定管理者の指定期間の変更について） 

 教育長 （委員で共有すべき新聞記事等について説明） 

スポーツ庁長官インタビュー（10月31日付　静岡新聞） 

北方領土の日史跡ウォーク実施へ（11月１日付　伊豆新聞） 

スマホ条例について（11月２日付　静岡新聞） 

こども園で防犯教室（11月５日付　伊豆新聞） 

稲取高校レスリング東海へ（11月６日付　伊豆新聞） 

賀茂柔道選手権大会（11月６日付　伊豆新聞） 

「校内居場所」58%が設置（11月７日付　静岡新聞） 

デジタル機器使用・子どもが時間設定（11月９日付　静岡新聞） 

県内バレーボール・静清７年ぶり春高、富士見Ⅴ13（11月９日付　静岡新聞） 

中央公民館講座「チョコレート作り体験」（11月12日付　伊豆新聞） 

志継ぐ萩と交流深める「下田市民号派遣」（11月13日付　伊豆新聞） 

下田、松崎、稲取の３高校、2028年度からキャンパス制（11月13日付　伊豆新聞） 

若手教員、仕事の魅力語る（11月13日付　静岡新聞） 

下田市スポーツ祭バスケ中学結果（11月13日付　伊豆新聞） 

給食無償化　一律支援を検討（11月14日付　静岡新聞） 

下田市でクマ目撃情報散発（11月14日付　静岡新聞） 

南豆の歴史講座（11月14日付　伊豆新聞） 

下田市でクマ目撃情報相次ぐ（11月15日付　伊豆新聞） 

箕作・龍巣院で供養祭（11月15日付　伊豆新聞） 

社説「増える不登校・学び支える環境整備を」（11月15日付　伊豆新聞） 

教員多忙　要因の検証が必要（11月18日付　静岡新聞） 

 教育長 教育長報告事項は以上です。質疑等ございますか。 

 宮川委員 スポーツ大会等で活躍されている生徒児童の記事を目にする機会があるが、上

位入賞者の横断幕を駅等の目立つ場所に掲示することはできないでしょうか。 

 教育長 以前、教育委員会内で検討した経過はありますが、運動部、文化部ともたくさん

の大会がある中、掲示の基準となる成績の線引きが難しいというのが、当時の結

論でした。現在、下田中学校については学校の判断で学校敷地内に掲示させてい

ただいています。その他ご意見はありますか。 

 全委員 （質疑なし）

 教育長 「議第37号　市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について（下田市民文

化会館の指定管理者の指定期間の変更について）」を議題といたします。事務

局より説明をお願いします。
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(２)　議第38号　市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

（下田市スポーツセンターの指定管理者の指定期間の変更について） 

 事務局 （資料に基づき概要説明） 

 教育長 このことについて質疑等ございますでしょうか。 

 全委員 （質疑なし） 

 教育長 議第37号について、原案のとおり承認することで決定しました。 

 教育長 「議第38号　市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について（下田市スポ

ーツセンターの指定管理者の指定期間の変更について）」を議題といたしま

す。事務局より説明をお願いします。 

 事務局 （資料に基づき概要説明） 

 教育長 このことについて質疑等ございますでしょうか。 

 宮内委員 敷根プールは、振興公社が管理しているという理解でよいですか。 

 事務局 振興公社が行っています。 

 宮内委員 敷根プールが直営になった場合、小学校のプール利用は円滑になりますか。 

 事務局 敷根公園の担当部署は建設課ですが、学校との調整は公社が直接実施している

と思います。直営移行後も児童を含めて利用者に不都合がないことを原理原則

に調整していくと思います。

 宮内委員 現在、学校が利用する際は、利用料は発生していますか。 

 事務局 基本的に料金の発生は無いです。 
それと指導員について、朝日小は水泳協会に協力してもらい、教科指導員に授

業を手伝ってもらっていますが、公社職員に指導してもらっている学校がある

場合は、直営後の対応について調整が必要になると思います。 

 宮内委員 送迎については、どうなっていますか。 

 事務局 送迎は、下田中学校のスクールバス等を利用しています。スクールバスが他の

行事等で使用できない場合には別途バス借上等をしてもらい対応しています。 

 宮内委員 承知しました。
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(３)　議第39号　市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

（児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いて） 

 

　(４)　議第40号　市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

（下田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について） 

 

 

 

 

 教育長 その他に質疑等ございますでしょうか。 

 全委員 （質疑なし） 

 教育長 議第38号について、原案のとおり承認することで決定しました。 

 教育長 「議第39号　市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について（児童福祉法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いて）」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 事務局 （事務局より資料に基づき概要説明） 

 教育長 このことについて質疑等ございますでしょうか。 

 全委員 （質疑なし） 

 教育長 議第39号について、原案のとおり承認することで決定しました。 

 教育長 「議第40号　市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について（下田市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定について）」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 事務局 （資料に基づき概要説明） 

 教育長 このことについて質疑等ございますでしょうか。 

 全委員 （質疑なし） 

 教育長 議第40号について、原案のとおり承認することで決定しました。 



- 5 - 

　(５)　議第41号　市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

（下田市一般会計補正予算（第５号）教育委員会） 

 

　(６)　議第42号　下田市学校運営協議会委員の任命について 

 

６　協議報告事項 

(１)　教育委員の再任について 

(２)　学校給食パンについて 

(３)　図書館ワークショップの結果について 

(４)　インフルエンザの状況について 

 

７　その他 

(１)　教育委員研修会の開催案内について 

(２)　次回会議について 

 

８　閉会 

次回開催日を12月24日（水）13時30分からに決定。 

教育長　12時32分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人

 教育長 「議第41号　市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について（下田市一般

会計補正予算（第５号）教育委員会）」を議題といたします。事務局より説明

をお願いします。 

 事務局 （資料に基づき概要説明） 

 教育長 このことについて質疑等ございますでしょうか。 

 全委員 （質疑なし） 

 教育長 議第41号について、原案のとおり承認することで決定しました。 

 教育長 「議第42号　下田市学校運営協議会委員の任命について」を議題といたしま

す。事務局より説明をお願いします。

 事務局 （資料に基づき概要説明） 

 教育長 このことについて質疑等ございますでしょうか。

 全委員 （質疑なし） 

 教育長 議第42号について、原案のとおり承認することで決定しました。 


